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１ 【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

平成24年１月13日に提出した第13期第1四半期（自　平成23年９月１日　至　平成23年11月30日）四半期報

告書の独立監査人の四半期レビュー報告書の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するた

め、四半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。

　なお、当社監査人より、正式な独立監査人の四半期レビュー報告書は入手しておりましたが、四半期報告書

の作成にあたり記載内容が正式な独立監査人の四半期レビュー報告書と異なる箇所がありましたためであ

ります。

　

　

２ 【訂正事項】

　独立監査人の四半期レビュー報告書　

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

（訂正前）

　独立監査人の四半期レビュー報告書　

　
監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して

実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。それらの手続は、当監査法人の

判断により、年度の財務諸表の監査において得た重要な虚偽表示のリスクの評価を考慮して選択及び適

用されており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財

務諸表の監査に比べて限定された手続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
（訂正後）

　独立監査人の四半期レビュー報告書

　
監査人の責任

  当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸

表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半

期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

  四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して

実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国

において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて

限定された手続である。

  当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
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